
意見公募手続（パブリックコメント）に対する意見等の概要及び検討結果 

１ 案 件 名  ：第２次鹿屋市地域福祉計画（素案） 

２ 意見の募集期間：令和５年１月６日～２月４日（30日間） 

３ 意見提出者  ：２人 

４ 意 見 数  ：２件 

〈検討結果区分〉 

Ａ：策定案に反映できるもの 件 

 

Ｂ：既に盛り込み済みのもの 件 

Ｃ：今後の参考となるもの 件 

Ｄ：反映できないもの 件 

Ｅ：その他感想や質問など ２件 

計 ２件 
 

番
号 意見等の概要 

検討結果の区
分 

意見等に対する検討結果（案） 

１ 

私の自宅周辺はほとんど高齢者。しかし残念なことに全ての高齢者が素

敵な方々とは言えません。また、近所では子育て中の母親の怒号が毎日の

ように飛び交っております。私としては市民の一人であるため、自身で動

かずに包括支援センターや児童相談所に連絡をして動いて頂くようにはし

ております。しかし、人手が足りていないのか必ずしも動いているのか分

かりません。特に虐待が疑われる世帯に関しては、児童相談所に通報後も

毎日のように怒号が飛び交います。児童相談所と市はどれほど連携が取れ

ておりますでしょうか？１０万人近い人口ですので隅々まで目を光らせる

のは困難と思いますが、通報があった問題に対しては対応が出来るだけの

人員を確保することが最低限だと思われます。民生委員・児童委員がいる

から大丈夫ではありません。彼らはあくまで中継ぎ。最終的には行政で

す。たまに市の採用も見ておりますが、保健師は募集されているものの社

会福祉士は記憶にございません。既に多くの採用をしているのであれば申

し訳ありませんが、地域福祉計画で人権、権利擁護を掲げるのであればそ

ういった専門職も増やしては如何でしょうか？３科目主事では限界を迎え

ているのが現在の福祉だと思われます。 

（意見については、原文のまま記載。） 

Ｅ 

本市においては、虐待が疑われる案件については、

必要に応じて各関係機関で連携を図り対応していま

す。 

また、社会福祉士については、定期的に採用を行っ

ており、近年では、令和元年度に２人、令和２年度

に２人、令和４年度に１人を採用しています。 

御意見として承り、今後の市政運営の参考とさせて

いただきます。 



２ 

末端がよくわからぬ。つまり、上司や役（えらい人）がデーターばかり

でよくわからない。つまりデーター通りなのだ。学校で学んだ計算通りと

悪人を作る点においてはすごいと思うのだが、よく考えたことが無い。単

独ではなく集団でいじめの練習をやっているから、資格とはなんだろう？

と思う。 

要するにこんな家庭でしたと主張するが、こちらから聞くとなんでかよく

わからない。勉強していてデーターを分析して判断してそれで終わりなの

だからよくわからないのである。多分感情というのは無い。腹ペコに無っ

たことも無い。お金も１円からスタート。そんなことも無さそうだ。福祉

とはなんだろう。幸せにする？いろいろあるかもしれない。だがここで大

事なことは何も気づかないということ。普段から子供に接していてもわか

らない。子供の判断力に対して褒める文化が無い。とことん自信が無い。

無抵抗な人、あまり勉強していなかった人を自分の次のルールにより打ち

負かそうとする破滅と絶望をあたえることに熱心で、集団でそれを同意し

ている。リンチマシーン（仮）が出来て上がっているのだ。おそらく学校

では優秀だったのでしょうが、今は破壊神になってしまい、周囲のことも

見えない、知らない、感じない怪獣が余計なことをするだけである。怪獣

は所詮怪獣で、近い将来倒れていくと思う。怪獣はいつも怪獣になったこ

とに気付かない。自分自身を知ろうとしない。情報を持っていてもなんだ

かよくわからない。嫌っているのに情報を欲しがろうとする。健康のこと

に関して詳しい割には石が大好きで石が詰まりやすい。血管破れますよ！

といっても現実になっていないから気付かない。勉強も健康もそうだが、

私は遺伝子工学の権威といっているようなものである。残念ながらあなた

には見えません。あなた違う資格では！といっても聞かない家庭はこれで

いいんだろうな？と思う。何も知ろうとしないあなたへ。もう終わりで

す。ただ時間が過ぎ去るだけです。光は影に照らしません。影は影です。

光があるから影があるのです。光が無ければ暗闇です。けれど、そうした

くないでしょう？ 

私にもわからないです。少なくとも数多く立ち上がってきました。あと

は歩くだけです。一歩一歩、前を歩かせることが道ではないでしょうか。 

（意見については、原文のまま記載。） 

Ｅ 

御意見として承り、今後の市政運営の参考とさせて

いただきます。 

 


